
平成25年7月30日第1回富士見市下水道事業審議会会議録 

平成25年7月30日開会午後1時30分 
会議日時 

平成25年7月30日閉会午後3時30分 

会議場所 剳x士見市役所内市長公室 

出席者数 刪ﾏ員定数10名の中9名 

出 席 者 ��R�会長 冦�>�dhﾔ��委員 假�gｹW����

職務代理 �69(hｾ����委員 ���騏H���

委員 亳y�ﾉdh爾�委員 冏ｸｭIu�｢�

委員 侘8棠�9�ﾒ�委員 �6闔I�����

委員 傅ﾉ�掩�u��委員 ��

幹事 佶ｩ�ﾙYI+y�h鯖�9]ｲ�

市職員. 説明者等 (事務局) ����ﾈﾉｩ�ﾙYｹYI+zHｻIgｸ岔�Y;�ｹ+zHﾛ"映�兀ｸ攣+zHﾛ):�咽r兀ｸ攣+zB�

新井副課長､厚澤主査､吉川主査 

欠席委員 刹g田京子 剿T聴者 ��kﾂ�

議長 剿ﾘ内芳弘 剌窓L 佰ｩIh�爾��ﾈｶy�ﾉ$)nr�



議　　　事　　　項

<　委嘱状交付式>

1.開　会　　　新井幹事

2.委嘱状交付

3.市長あいさつ　　　星野市長

(市　長　退　席)

4.閉　会　　新井幹事

(審議会に移る前に)委員の自己紹介

<審議会　>

1.開　会　　　新井幹事

2.会長の選出

新井幹事が仮議長に就き､進行｡

委員の出席状況の報告｡委員1 0名中､ 9名の出席により､富士見市下水道事業審

議会条例第7条第2項の規定の､過半数に達しているため､本日の会議が成立したこ

とを報告｡

富士見市下水道事業審議会条例第6条第2項の規定により委員の互選により､会長

を選出｡選出方法を確認した結果､指名推薦による選出となり､ ｢木内委員｣が推薦

され､委員に諮り承認された｡

3.会長あいさつ　　　木内会長

4.会長職務代理者の指名

富士見市下水道事業審議会条例第6条第4項の規定により､会長が｢田中委員｣を

会長職務代理者として指名し､承認を得た｡

5.会長職務代理者のあいさつ　　　田中委員
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議　　　事　　　項

6.会議録署名委員の指名

会議録署名委員の指名方法について議長が確認し､議長一任による選出となった｡

議長が今回の会議の会議録署名委員に｢吉川委員｣と｢古賀委員｣を指名｡

7.会議の公開非公開の決定

会議は原則公開｡富士見市情報公開条例第7号第1号各号に該当する場合､又は､

その恐れがある場合のみ非公開とすることができる｡

本日の案件については非公開事項に該当する議案がないため､議長が公開すること

を委員に諮り､承認を得る｡

※傍聴者1名　(傍聴者入場)

8.議　事

( 1 )公共下水道整備計画について

事務局より委員の方々に､市民の代表として計画について審議し､また､ご意

見をいただきたいとの趣旨説明後､資料に基づき計画内容の説明をした｡

質疑応答等

会長:委員の皆さんは､都市計画決定､事業認可､全体区域､市内のポンプ場等､初

めて聞く言葉や場所など多々あると思うので､今後学んでいくと共に､今日は､

下水道の基本事項などについて質疑をしていただきたいと思います｡

質疑:資料P3に(その他の類似施設) ･農業集落排水事業､合併処理浄化槽事業と

あるが､当市には該当事業がないということか｡

応答:そのとおりです｡当市においては､流域､公共､特定環境保全公共下水道事業

を行っており､またP 4の荒川右岸流域下水道汚水施設･富士見市が関連する主

な施設については､すべて県の施設です｡

質擬:一般市民としては､これだけ膨大な下水道事業の建設費､維持管理費､認可変
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議　　　事　　　項

更等の費用をどのように捻出しているかが心配だが｡

応答:下水道使用者からの使用料､国からの借金､受益を受ける方からの負担金､国

からの補助金等で工事費等の費用を捻出しています｡昭和5 7年から現在に至る

までに約3 0 2億円を投資しています｡また､雨水については公費負担となって

います｡

質疑:　P1 3の変更案･ポンプ施設の追加として､尺地雨水ポンプ場を都市施設とし

て､今後､下水道事業により維持管理､施設増強するとあるが､このポンプ場は

誰が建設し､今までは誰が維持管理していたのか｡また､下水道施設とするメリ

ットは何かあるのか｡

応答:尺地ポンプ場については､現在の道路治水課が排水路の管理者として建設し､

管理していた｡下水道施設とするメリットとしては雨水対策として大きな水路､

いわゆる下水路として施設拡充や一体的に管理していけるということがある｡但

し､ポンプ施設の構造基準等が変化している中で､下水道施設として充たしてい

るか等現在検証中である｡

意見:今回の認可区域の拡大は､下水道の一体整備という観点から､良いと思う｡

また､今回の認可区域拡大等の見直しの中で､建設コストの削減などについて

も併せて検討していっていただきたい｡

(2)今後の予定について

今後の予定について事務局より別添資料に基づき説明｡

質疑:一般の市民からすると､難しい法手続きの説明より､水洗化率100%に向け

ての方策やゲリラ豪雨対策について知りたい｡

応答:汚水については､下水に接続しなくても浄化槽を使用している為､生活に支障

がないなどの理由で､水洗化率が向上しないという問題がある｡但し､下水道本

4



議　　　事　　　項

管が入れば､ 3年以内に下水に接続していただきたいと考えており､戸別訪問な

どして接続をお願いしている｡

ゲリラ豪雨対策については､今回お話させていただいたポンプ場の整備をはじ

め､下流側を整備することにより､上流の浸水対策になっていくと考えている｡

また､雨水対策として雨水管を現在整備しているのは､主に土地区画整理地内

である｡

9.閉
∠ゝ

巨重1 新井幹事
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